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10
月
１
日
か
ら

国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

問
住
民
課　
　
　

撒（
５７
）４
１
３
６

　

毎
年
１０
月
１
日
に
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
が
更
新
さ
れ
ま
す
。

　

被
保
険
者
証
は
世
帯
主
宛
に
一
人

一
枚
送
付
さ
れ
ま
す
。
発
送
は
９
月

い
て
は
、
町
で
用
意
し
ま
す
。

※ 

中
止
の
際
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
前
日
の
17
時
頃
ま
で
に
掲
載
し

ま
す
。

秋
の
交
通
安
全
県
民
総

ぐ
る
み
運
動

問
総
務
課　
　
　

撒（
５７
）４
１
２
８

 

マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
！

          

あ
な
た
が
主
役
で
す

日
９
月
２１
日（
水
）〜
３０
日（
金
）

運
動
の
基
本

　

子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

運
動
の
重
点

①
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・
自

　

転
車
乗
車
中
の
交
通
事
故
防
止

　

（
特
に
、
反
射
材
用
品
等
の
着
用

　

の
推
進
お
よ
び
自
転
車
前
照
灯
の

　

点
灯
の
徹
底
）

②
後
部
座
席
を
含
め
た
全
て
の
座
席

　

の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド

　

シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

③
飲
酒
運
転
の
根
絶

の
ぎ
水
辺
の
楽
校
外
来
植
物

等
除
去
活
動
参
加
者
募
集

問
未
来
開
発
課　

撒（
５７
）４
２
６
０

　

の
ぎ
水
辺
の
楽
校
の
、
外
来
植
物

等
除
去
活
動
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る

方
を
募
集
い
た
し
ま
す
。

日
10
月
１
日（
土
）

　

７
時
30
分
〜
８
時
30
分　
　
　
　

　

受
付
７
時
〜
（
小
雨
決
行
）

所
の
ぎ
水
辺
の
楽
校
（
清
水
谷
）

協
力　

の
ぎ
水
辺
の
楽
校
応
援
倶
楽

　

部
駐
車
場　

は
く
う
ん
の
木
公
園　

他

※
当
日
は
看
板
を
目
印
に
し
て
く
だ

　

さ
い
。

申
当
日
、
直
接
の
ぎ
水
辺
の
楽
校
へ

そ 

の
他　

当
日
は
、
汚
れ
て
も
よ
い

服
装
（
長
袖
、
長
ズ
ボ
ン
、
長

靴
）
で
の
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま

す
。
な
お
、
軍
手
・
ゴ
ミ
袋
に
つ

下
旬
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
が
、
月

末
に
な
っ
て
も
届
か
な
い
場
合
は
、

住
民
課
保
健
医
療
係
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
上
記
の
と
き
は
、
必
ず
１４

日
以
内
に
届
出
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

渡
良
瀬
遊
水
地
植
物
観

察
会
参
加
者
募
集

問
未
来
開
発
課　

撒（
５７
）４
２
６
０

　　

渡
良
瀬
遊
水
地
は
、
ラ
ム
サ
ー
ル

条
約
に
登
録
さ
れ
た
湿
地
で
あ
り
、

自
然
の
宝
庫
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

遊
水
地
の
秋
は
ワ
タ
ラ
セ
ツ
リ
フ
ネ

ソ
ウ
を
は
じ
め
、
こ
の
季
節
に
花
を

さ
か
せ
る
植
物
を
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

そ
の
植
物
た
ち
を
一
緒
に
観
察
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

日
９
月
16
日（
金
）９
時
40
分
集
合

　

10
時
〜
11
時
30
分

講
師　

加
藤　

裕
一　

氏

定
20
名（
ど
な
た
で
も
可
）

儡
無
料

集
合
場
所　

野
木
ホ
フ
マ
ン
館

　

（
野
木
町
交
流
セ
ン
タ
ー
）

申
９
月
９
日（
金
）ま
で
に
問
合
せ
先

　

に
電
話
で
申
し
込
み（
先
着
順
）

そ 

の
他　

歩
き
や
す
い
靴
、
服
装
で

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

お知らせ

国
保
に

入
る
と
き

他の市町村から転入してきたとき 他の市町村の転出証明書、印鑑

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書、印鑑

職場の健康保険の被扶養者でなく
なったとき

被扶養者でなくなった証明書、印鑑

国
保
を

や
め
る
と
き

他の市町村に転出するとき 被保険者証、印鑑

職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の被保険者証（後
者が未交付のときは加入したことを証明する
もの）、印鑑

職場の健康保険の被扶養者になっ
たとき

そ
の
他

町内で住所が変わったとき

被保険者証、印鑑世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり一緒になったり
したとき

就学のため別に住所を定めるとき 被保険者証、在学証明書、印鑑

※すべての手続きに、個人番号（マイナンバー）のわかるものが必要になります。


